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１ テレワークについて

（２）テレワークガイドラインの概要
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テレワークガイドラインの概要

４ テレワークガイドラインの主な内容

労働者のメリット

・働く時間や場所を柔軟に活用
・通勤時間の短縮
・育児や介護と仕事の両立

使用者のメリット

・業務効率化による生産性の向上
・育児や介護等を理由とした労働
者の離職の防止

・遠隔地の優秀な人材の確保
・オフィスコストの削減

２ テレワークのメリット

１ テレワークの導入に際しての留意点
① テレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよ

う、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益。
② テレワークを円滑かつ適切に導入・実施するに当たっては、あ

らかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要。

２ 労務管理上の留意点
① テレワークにおける人事評価制度
・人事評価の評価者が、非対面の働き方を適正に評価できるよう、

訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。
・テレワークを行う場合とオフィスでの勤務の場合の評価方法を

区別する際には、テレワークを行うことの妨げとならないよう
工夫することが望ましい。

② テレワークに要する費用負担の取り扱い
労使のどちらがどのように負担するか等は、あらかじめルール

を定め、就業規則等において規定することが望ましい。
③ テレワーク状況下における人材育成・

テレワークを効果的に実施するための人材育成
企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め

方の工夫や社内教育等によって、人材の育成に取り組むことが望
ましい。

３ 業務を行う場所に応じたテレワークの特徴

①在宅勤務 ②サテライトオフィス勤務 ③モバイル勤務

通勤を要せず仕事
と家庭生活を両立

通勤距離を短縮しつつ
作業環境の整った場所
で就労

働く場所を
自由に選択

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
は、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことがで
きる良質なテレワークを推進するべく、テレワークの導入と実施に当
たって、労務管理を中心に労使双方にとって留意すべき点、望ましい
取組等を明らかにしたもの。

１ はじめに
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６ テレワークにおける安全衛生の確保
自宅等においてテレワークを実施する場合においても、事業者は、

労働者の安全と健康の確保のための措置を講ずることが必要。

７ テレワークにおける労働災害の補償
労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテ

レワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象
となることから、情報通信機器の使用状況等の客観的な記録や労働
者から申告された時間の記録を適切に保存することが望ましい。

テレワークガイドラインの概要

３ テレワークのルールの策定と周知
① 労働基準法上の労働者には、テレワークを行う場合も、労働基準

法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令
が適用される。

② テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して
策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周
知することが望ましい。

４ さまざまな労働時間制度の活用
① 労働基準法上の全ての労働時間制度でテレワークが実施可能。こ

のため、テレワーク導入前に採用している労働時間制度を維持した
まま、テレワークを行うことが可能。

② フレックスタイム制は、労働者が始業及び終業の時刻を決定する
ことができる制度であり、テレワークになじみやすい。

５ テレワークにおける労働時間管理の工夫
① テレワークにおける労働時間の把握

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン」を踏まえ、次の方法が考えられる。

・ 客観的な記録を基礎として、始業及び終業の時刻を確認する。
・ 労働者の自己申告により把握する。

② テレワークに特有の事象の取り扱い
特有の事象として「中抜け時間」、「移動時間」、「休憩時間」、

「時間外・休日労働の労働時間管理」、「長時間労働対策」等があ
るが、特に長時間労働等を防ぐ手法としては、「メール送付の抑制
やシステムへのアクセス制限」や「時間外等の労働が可能な時間帯
をあらかじめ使用者が設定する」等の手法が考えられえる。

８ テレワークの際のハラスメントへの対応
事業主は、テレワークの際にも、オフィスに出勤する働き方の場

合と同様に、ハラスメントの防止対策を十分に講じることが必要。

９ テレワークの際のセキュリティへの対応
テレワークセキュリティに関するガイドラインやチェックリス

トを総務省が公開。

５ 相談窓口

テレワーク相談センター
テレワーク導入・実施時の

労務管理上の課題等について
の質問が可能。
また、テレワークの導入を

検討する企業に対して労務管
理等に関するオンラインコン
サティングを実施。

事例

事例



１ テレワークについて

（３）人材確保等支援助成金（テレワークコース）
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⇐ ⇐
テレワークコースについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/telew
ork_zyosei_R3.html

最大６５％ 〈75％〉

支給額
支給対象経費の

※〈 〉内は賃金要件を満たした場合に適用



１ テレワークについて

（４）テレワークの好事例
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テレワーク導入・定着のための取組事例

１ テレワーク導入の目的
～社員一人一人の働き方を見直す枠組みの中でテレワークを促進～

社員一人一人が仕事の進め方を見直すと共に、「時間」と「場所」に捉われない働き方の実現に向けた制度・インフラの整備を
通して、社員のワーク・ライフ・マネジメントを支援。組織としてのパフォーマンスの最大化を目的とした「 アフラック Work 
SMART」を推進する中でテレワークの実施・定着・活用を行ってきた。

２ テレワーク導入の経緯
～トップのコミットメントのもと部門ごとの特性に応じて徐々に浸透させてきた～

導入にあたって経営陣の強いコミットメントを重視し、中期経営戦略では、柱の一つに「多様な人財の力を引き出す人財マネジメ
ント戦略」を据えている。

３ テレワーク推進・定着のための社内制度・取組
～積極的な業務変革を行い全社員が時間と場所を選ばず勤務できる環境を整備～

ペーパーレス計画を推進し、2022 年までに 3,930種類の帳票の廃止・電子化した。

・生命保険会社の特性として紙を扱う業務が多い
・出社すればすぐ片付くのに、自宅で仕事をする
と二度手間になる など

アフラック生命保険株式会社
業種：金融業、保険業
テレワーク導入時期：2015年10月頃

2015年（導入当初）
月1回からスタート

2018年
週1回を目安

2022年～2024年

部門ごとの業務特性や組織の
成熟度に応じて約30～70％を目安

【出典】 厚生労働省 成功事例から学ぶ「テレワーク導入・定着」のための取組

1 週間の中で業務を整理し、紙を扱
う業務以外をテレワークで行うなど、
組織と社員が自助努力をする中で
少しずつ改善していった

社員の意見
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テレワーク導入・定着のための取組事例

４ テレワーク定着がもたらした 「個人の生産性」への影響（成果）

～20・30 代女性の離職率が半減～

５ テレワーク定着がもたらした「企業成長」への影響（成果）

～社員のエンゲージメントが大幅に向上～

＊© 2024 Aflac Life Insurance Japan Ltd.

2015年 2022年

20代女性の離職率 14％ ８％

30代女性の離職率 ７％ ４％

2014年 2022年

ライフイベント（出産・育児・
介護等）があったとしても、長
く働き続けられる会社だと思う

67.1％ 83.7％

性別や年齢に関係なく
多様な人財が活躍できる
風土がある

62.2％ 83.9％

妊娠、出産、介護、病気などのライフ
イベントに対応できるように

テレワークが定着したことにより、妊娠、出産、
育児、介護、家族の病気といったライフイベント
にも柔軟に対応できています。仕事と生活の両立
がうまくできていると感じています。（営業
マーケティング部門）

終日の休暇を取得しなくても仕事と家庭
のバランスを保てます

子どもの突発的な体調不良やメンタル不調に伴って
自宅を離れることが難しい場合も、テレワークを活用
することで終日の休暇を取得することなく、仕事と家
庭のバランスを保つことができています。（契約サー
ビス部門）

社員の声

【出典】 厚生労働省 成功事例から学ぶ「テレワーク導入・定着」のための取組

DOWN！

UP！



１ テレワークについて

（５）テレワーク導入率の推移等



テレワーク導入率の推移等
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総務省 通信利用動向調査より

テレワークの導入状況

（注１）営業活動などで外出中に作業する場合。移動中の交通機関やカフェでメールや日報作成などの業務を
行う形態も含む。

（注２）テレワークなどを活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、自分の時間も過ごすこと。
（注３）導入形態の無回答を含む形で集計

テレワークの導入目的（複数回答）
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２ 雇用就業を取り巻く現状について

（１）子ども・子育て支援法の改正



21



22



２ 雇用就業を取り巻く現状について

（２）雇用保険法の改正
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２ 雇用就業を取り巻く現状について

（３）フリーランス・事業者間取引適正化

等法の施行
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